
   門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金交付

要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、門真市補助金等交付規則（昭和43年規則第19号。以下「規則」

という。）第17条の規定に基づき、市内の中小ものづくり企業が多様な人材を確保し、

人材の定着及び活躍に資するよう職場等の魅力の向上及び発信を行う事業に対し、

その事業費の一部として門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事

業補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、本市のものづくり産業

の振興及び発展を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 中小ものづくり企業 中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各

号に掲げる中小企業者のうち、製造業（日本標準産業分類（平成25年総務省告示

第405号）において大分類Ｅ―製造業に分類される事業をいう。）に含まれる事業

を営む会社及び個人をいう。 

⑵ 会社 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者である会社（会社法

（平成17年法律第86号）第２条第１号に規定する会社をいう。）をいう。 

⑶ 個人 中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者である個人事業主を

いう。 

⑷ 育児休業 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関す

る法律(平成３年法律第76号)第２条第１号に規定する育児休業並びに企業等（雇

用保険の適用事業所に限る。）において就業規則、労働協約等に定める育児のため

の休業及び休暇制度をいう。 

⑸ インターンシップ 企業等が学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の規定

による高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校、同法

第124条の規定による専修学校、職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第16

条の規定による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進

センター、障害者職業能力開発校若しくは職業能力開発校に在籍する学生（企業等



の代表者の三親等以内の親族である者を除く。）を対象に、本市の区域内の事業所等

において一定期間実施する職業体験をいう。 

（交付期間及び見直し） 

第３条 補助金の交付期間は、令和８年度から令和10年度までとする。 

２ 市長は、補助金の交付期間が終了するに当たり、社会的動向、補助効果及び補助

のあり方等を勘案した上で、交付期間、補助対象事業、補助率等について見直しを

行わなければならない。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号に

掲げる要件のいずれにも該当する中小ものづくり企業者とする。 

⑴ 本市の区域内に事業所を有する者 

⑵ 市税の滞納がない者 

 （補助対象事業） 

第５条 補助の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表に定めるも

のとする。 

２ 補助対象事業は、第８条第１項の規定による補助金の交付決定日以降に着手し、

当該交付決定日が属する年度の２月末日までに完了するものとする。 

（補助対象経費及び補助金の額等） 

第６条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとし、補助対象経費等、補助

金の額及び補助限度額は、それぞれ別表のとおりとする。 

２ 補助金の額は、１会計年度につき１事業所当たり500,000円を限度とする。 

 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、門

真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金交付申請書（様式

第１号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 ⑴ 補助対象事業ごとに別表に定める書類 

 ⑵ 事業所が本市の区域内に存することが分かる書類 

  ア 法人 発行後３箇月以内の履歴事項全部証明書 

  イ 個人 直近の確定申告書（税務署の受付印があるものに限る。）の写し。ただ

し、創業後最初の確定申告期間を迎えていない者にあっては、開業届出書（税



務署の受付印があるものに限る。）の写し 

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （交付の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係

る書類の審査により、その適否を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとす

る。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、門真市「職住近接

のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金交付決定通知書（様式第２号）に

より申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の通知をする場合には、補助金の交付の目的を達成するために必要

な条件を付することができるものとする。 

４ 市長は、第１項の審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、門真

市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金不交付決定通知書（様

式第３号）により理由を付して、申請者に通知するものとする。 

（申請の取下げ） 

第９条 申請者が、前条第２項に規定する通知を受けた場合において、当該通知に係

る交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げる

ことができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあった場合は、前条第１項の規定による決定は

なかったものとみなす。 

 （事業計画の変更等） 

第10条 第８条第２項の交付決定通知書による通知を受けた申請者（以下「補助事業

者」という。）が、やむを得ない理由により補助事業を変更し、又は中止しようとす

るときは、あらかじめ、門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事

業変更（中止）承認申請書（様式第４号）を市長に提出し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

 （実績報告） 

第11条 補助事業者が補助事業を完了したときは、事業完了日から１箇月を経過した

日又は交付決定した日が属する年度の２月末日のいずれか早い日までに、門真市「職

住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業実績報告書（様式第５号）に、次



に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

⑴ 補助対象事業ごとに別表に定める書類 

⑵ 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付） 

第12条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査及び必

要に応じて行う現地調査により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付し

た条件に適合すると認めるときは、規則第13条の規定により補助金の額を決定し、

補助事業者に対し、門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補

助金交付指令書（様式第６号）を通知するとともに、速やかに補助金を交付するも

のとする。 

（補助金の交付の取消し及び返還） 

第13条 市長は、補助事業者が規則第15条各号に掲げる事由のいずれかに該当したと

きは、補助金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又はすでに交付したものにつ

いては、期日を定めて返還させることができる。 

（帳簿等の整備） 

第14条 補助事業者は、費用等の収支並びに事業に関する事項を明らかにする書類及

び帳簿を整備し、これらを10年間保存しておかなければならない。 

（財産の管理等） 

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産等を善良な

管理者の注意をもって管理しなければならない。 

 （細目） 

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定め

る。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年７月19日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 （令和５年度における補助対象事業に関する特例） 

２ 令和５年度に限り、第５条第２項の規定にかかわらず、補助金の交付決定日以前

に着手した補助対象事業（着手日が令和５年４月１日から同年７月18日までの間で

ある補助対象事業に限る。）についても補助金の交付を決定することができる。 



   附 則 

 この要綱は、令和６年12月４日から施行する 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する 



別表（第５条、第６条、第７条、第11条関係） 

補助対象

事業 

補助対象経費

又は補助要件 
補助金の額 補助限度額 

交付申請書

の添付書類 

実績報告書の添付

書類 

１ 労働

環 境 整

備 事 業

【一般】 

 

 

休憩室及び食

堂の整備、ア

シストツール

等の導入、福

利厚生等に要

する経費 

補助対象経

費に２分の

１（申請者

が本市が実

施するカド

マイスター

を探せ！！

事業により

認定した企

業（以下「カ

ド マ イ ス 

ター認定企

業 」 と い

う。）である

場合は、３

分の２）を

乗じて得た

額（その額

に 1,000 円

未満の端数

が生じた場

合は、これ

を切り捨て

た額） 

200,000 円 ⑴ 補助対

象事業の

内容が分

かる書類

（仕様書、

カタログ、

図面の写

し等） 

⑵ 補助対

象経費が

分かる書

類（見積書

の写し等） 

⑶ 補助対

象事業を

実施する

箇所の現

況写真（工

事等の実

施及び設

備、備品等

を導入す

る事業に

限る。）  

⑴ 補助事業の実

施が確認できる

書類（発注書、

納品書、工事完

了報告書等） 

⑵ 補助対象経費

に係る支出が確

認 で き る 書 類

（領収書の写し

等） 

⑶ 補助事業が完

了した箇所の現

況写真（工事等

の 実 施 及 び 設

備、備品等を導

入する事業に限

る。） 

２ 労働

環 境 整

備 事 業

【 多 様

性①】 

 

バリアフリー

化、多言語対

応、女性従業

員専用設備の

導入等に要す

る経費 

補助対象経

費の３分の

２（申請者

がカドマイ

スター認定

企業である

場合は、４

分の３）を

乗じて得た

額（その額

に 1,000 円

未満の端数

が生じた場

500,000 円 



合は、これ

を切り捨て

た額） 

３  労働

環 境 整

備 事 業

【 多 様

性②】男

性 の 育

児 休 業

取得 

男性の育児休

業取得（本市

の区域内に所

在する事業所

に勤務する男

性労働者に、

所定労働日が

９日以上含ま

れている14日

以上の育児休

業 を 取 得 さ 

せ、かつ、そ

の後職場復帰

し て い る こ 

と。） 

１人当たり

150,000 円 

300,000円 ⑴ 育児休

業に関す

る就業規

則、労働協

約等の写

し 


⑵ 雇用保

険適用事

業所設置

届の写し

等雇用保

険適用事

業主が確

認できる

もの 

⑴ 育児休業申出

書の写し（提示

のみ） 

⑵ 出勤簿の写し

等育児休業取得

状況及び取得後

職場復帰したこ

とが確認できる

もの（提示のみ） 

４  企業

の 魅 力

向上・発

信【一般

】 

 

動画等広報媒

体の作成、地

域活動、顕著

なＳＤＧｓの

推進、オープ

ン フ ァ ク ト 

リー実施に係

る費用等、「魅

せる工場」実

現のために要

する経費 

補助対象経

費の２分の

１（申請者

がカドマイ

スター認定

企業である

場合は、３

分の２）を

乗じて得た

額（その額

に 1,000 円

未満の端数

が生じた場

合は、これ

を切り捨て

た額） 

200,000円 ⑴ 補助対

象事業の

内容が分

かる書類

（仕様書、

カタログ、

図面の写

し等） 

⑵ 補助対

象経費が

分かる書

類（見積書

の写し等） 

⑶ 補助対

象事業を

実施する

箇所の現

況写真（工

事等の実

施及び設 

備、備品等 

⑴ 補助事業の実

施が確認できる

書類（発注書、

納品書、工事完

了報告書等） 

⑵ 補助対象経費

に係る支出が確

認 で き る 書 類

（領収書の写し

等） 

⑶ 補助事業が完

了した箇所の現

況写真（工事等

の 実 施 及 び 設

備、備品等を導

入する事業に限

る。）    



    を導入す

る事業に

限る。） 

 

５  企業

の 魅 力

向上・発

信【人材

】 イ ン 

タ ー ン

シ ッ プ

の 受 入

れ 

イ ン タ ー ン 

シップの受入

れ（１日当た

り５時間以上

）が行われて

いること。 

１人当たり

１日につき

8,000 円 

160,000円 学生・生徒

が在籍する

学校等から

の依頼書の

写し（学校

等からの依

頼によりイ

ン タ ー ン 

シップを実

施する場合

に限る。） 

⑴ 業務日報の写

し等インターン

シップの実施及

びその内容が分

かるもの（提示

のみ） 

⑵ 学校等に提出

する実施報告書

の写し（学校等

からの依頼によ

り イ ン タ ー ン 

シップを実施す

る場合に限る。）

（提示のみ） 

６  カー

ボ ン ニ

ュ ー ト

ラル【省

エ ネ 最

適 化 診

断】 

省エネ最適化

診断（市が指

定する機関が

実施する省エ

ネルギーのた

めの診断およ

び改善提案（

伴走支援を含

む。）をいう。

）に要する経

費 

補助対象経

費の２分の

１（申請者

がカドマイ

スター認定

企業である

場合は、３

分の２）を

乗じて得た

額（その額

に 1,000 円

未満の端数

が生じた場

合は、これ

を切り捨て

た額） 

20,000円 

― 

⑴  省エネ最適

化診断報告書

の写し 

⑵ 補助対象経費

に係る支出が確

認 で き る 書 類

（領収書の写し

等） 

 

７  カー

ボ ン ニ

ュ ー ト

ラル【脱

炭 素 認

定 等 取

得】 

脱炭素認定等

取得に要する

経費 

補助対象経

費の２分の

１（申請者

がカドマイ

スター認定

企業である

場合は、３

70,000円 

― 

⑴ 脱炭素認定等

の認定を受けた

ことが分かる書

類（認定書の写

し等） 

⑵ 補助対象経費

に係る支出が確



分の２）を

乗じて得た

額（その額

に 1,000 円

未満の端数

が生じた場

合は、これ

を切り捨て

た額） 

認 で き る 書 類

（領収書の写し

等） 

 



様式第１号（第７条関係） 

  年    月    日 

 

門真市長（氏    名）様 

 

住   所 〒 

名   称           

（個人事業主の場合は屋号を記載） 

代表者役職           

                  代表者氏名               

                  法人番号 

                  （法人の場合のみ） 

 

   門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金交付   

申請書 

 

年度において門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業を実

施したいので、門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金交

付要綱第７条の規定により、以下のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 補助金交付申請額 金        円 

 

２ 事業実施期間    年  月  日～   年  月  日 

 

３ 実施する補助対象事業（該当するものに☑） 

□ ⑴ 労働環境整備事業【一般】 

□ ⑵ 労働環境整備事業【多様性①】 

□ ⑶ 労働環境整備事業【多様性②】男性の育児休業取得 

□ ⑷ 企業の魅力向上・発信【一般】 

□ ⑸ 企業の魅力向上・発信【人材】インターンシップの受入 

□ ⑹ カーボンニュートラル【省エネ最適化診断】 

□ ⑺ カーボンニュートラル【脱炭素認定等取得】 



 

４ 申請者の概要 

名称  

本社所在地  

営む製造業の業種 

（中分類で記載） 

 

従業員数    人 

補助対象事業を実

施する事業所の所

在地及び名称 

（所在地）門真市 

 

（名称） 

設立年月（個人の

場合は創業年月） 

    年  月 市内での事業開

始年月 

    年  月 

カドマイスター企

業認定の有無（い

ずれかに〇） 

有 ・ 無 

事業担当者 部署名  

職名  

氏名  

連絡先 （電話） 

（電子メールアドレス） 

 

５ 事業計画 

⑴ 労働環境整備事業【一般】用 

⑵ 労働環境整備事業【多様性①】用 

①事業の内容 

 

②事業実施によって見込まれる効果 

 

③実施期間 

   年  月  日～   年  月  日 

 

⑶ 労働環境整備事業【多様性②】男性の育児休業取得用 

①男性の育児休業取得によって見込まれる効果 

 

②男性の育児休業取得の予定 

育児休業

取得予定
 名 

育児休業取得予定期間 

※取得者予定者ごとに

Ａ  日間 

Ｂ  日間 



人数 記載 

 

⑷ 企業の魅力向上・発信【一般】用 

①事業の内容 

 

②事業実施によって見込まれる効果 

 

③実施期間 

   年  月  日～   年  月  日 

 

⑸ 企業の魅力向上・発信【人材】インターンシップの受入用 

①インターンシップの受入の内容 

 

②インターンシップの受入によって見込まれる効果 

 

③インターンシップの受入の予定 

受入予定人数   人 受入学校等名 

※受入予定者ご

とに記載 

Ａ 

Ｂ 

インターンシップ

実施予定業務等 

※受入予定者ごと

に具体的に記載 

Ａ 

Ｂ 

インターンシップ

実施期間等 

※受入予定者ごと

に記載 

Ａ  日  １日当たり  時間 

Ｂ  日  １日当たり  時間 

 

 

⑹ カーボンニュートラル【省エネ最適化診断】用 

⑺ カーボンニュートラル【脱炭素認定等取得】用 

①事業の内容 

 

②事業実施によって見込まれる効果 

 

③実施期間 

   年  月  日～   年  月  日 



 

６ 補助対象事業の予算 

（収入）                             （単位：円） 

項目 予算額 説明 

市補助金   

自己資金   

   

   

   

収入合計   

 

（支出）                             （単位：円） 

補助対象事業 項目 予算額 説明 

⑴ 労働環境整備事

業【一般】 

   

⑵ 労働環境整備事

業【多様性①】 

   

⑶ 労働環境整備事

業【多様性②男性

の育児休業取得】 

   

⑷  企業の魅力向

上・発信【一般】 

   

⑸  企業の魅力向

上・発信【人材】

インターンシップ

の受入 

   

⑹ カーボンニュー

トラル【省エネ最

適化診断】 

   

⑺ カーボンニュー

トラル【脱炭素認

定等取得】 

   

支出合計    

（「６ 補助対象事業の予算の記載要領」） 

１ 行が足りない場合は適宜追加すること。 

２ ⑶及び⑸の事業の予算額欄については、実際に補助を受けようとする金額を記載

すること。



様式第２号（第８条関係） 

第     号 

  年    月    日 

 様 

門真市長（氏    名）印   

 

門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金交付

決定通知書 

 

  年  月  日付けで交付申請のあった補助金について、門真市「職住近接の

まち」実現のための企業魅力アップ事業補助金交付要綱第８条第２項の規定により、

下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業を実施する事業所 

  （住所）門真市 

（名称） 

２ 交付決定額 金       円 

３ 交付時期  門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業実績報

告書（様式第５号）の提出後に補助が確定した後、通知する。 

４ 交付の条件 

 ⑴ 申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、門真市「職住近接のまち」

実現のための企業魅力アップ事業補助金交付要綱第10条の規定により、あらかじ

め門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業変更（中止）承認

申請書（様式第４号）を市長に提出し、承認を得ること。 

 ⑵ 補助事業を完了したときは、事業完了日から１箇月を経過した日又は交付決定

日が属する年度の２月末日のいずれか早い日までに、門真市「職住近接のまち」

実現のための企業魅力アップ事業実績報告書（様式第５号）を市長に提出するこ

と。 



様式第３号（第８条関係） 

第     号 

  年    月    日 

 

 様 

 

門真市長（氏    名）印   

 

門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金不交

付決定通知書 

 

  年 月 日付けで交付申請のあった補助金について、門真市「職住近接のまち」

実現のための企業魅力アップ事業補助金交付要綱第８条第４項の規定により、下記の

理由により交付しないことを決定しましたので通知します。 

 

記 

 

１ 事業所 

  （住所）門真市 

（名称） 

 

２ 不交付の理由 



様式第４号（第10条関係） 

  年    月    日 

 

門真市長（氏    名）様 

 

住   所 〒 

名   称           

（個人事業主の場合は屋号を記載） 

代表者役職           

                  代表者氏名             

                  法人番号 

                  （法人の場合のみ） 

 

門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業変更（中止）

承認申請書 

 

年 月 日付け 第 号により交付決定を受けた門真市「職住近接のまち」実

現のための企業魅力アップ事業について、補助事業を変更（中止）したいので、門真

市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金交付要綱第10条の規定

により、以下のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 補助金交付申請額 金        円 

 

２ 変更（中止）の概要 

 

 

 

３ 変更（中止）の理由 

 

 



４ 事業実施期間    年  月  日～    年  月  日 

 

５ 実施する補助対象事業（該当するものに☑） 

□ ⑴ 労働環境整備事業【一般】 

□ ⑵ 労働環境整備事業【多様性①】 

□ ⑶ 労働環境整備事業【多様性②】男性の育児休業取得 

□ ⑷ 企業の魅力向上・発信【一般】 

□ ⑸ 企業の魅力向上・発信【人材】インターンシップの受入 

□ ⑹ カーボンニュートラル【省エネ最適化診断】 

□ ⑺ カーボンニュートラル【脱炭素認定等取得】 

 

６ 申請者の概要 

名称  

本社所在地  

営む製造業の業種 

（中分類で記載） 

 

従業員数    人 

補助事業を実施す

る事業所の所在地

及び名称 

（所在地）門真市 

 

（名称） 

設立年月（個人の

場合は創業年月） 

  年 月 市内での事業

開始年月 

  年 月 

カドマイスター企

業認定の有無（い

ずれかに〇） 

有 ・ 無 

事業担当者 部署名  

職名  

氏名  

連絡先 （電話） 

（電子メールアドレス） 

 

７ 事業計画 

⑴ 労働環境整備事業【一般】用 

⑵ 労働環境整備事業【多様性①】用 

①事業の内容 



 

②事業実施によって見込まれる効果 

 

③実施期間 

   年 月 日～   年 月 日 

 

⑶ 労働環境整備事業【多様性②】男性の育児休業取得用 

①男性の育児休業取得によって見込まれる効果 

 

②男性の育児休業取得の予定 

育児休業

取得予定

人数 

 名 

育児休業取得予定期間 

※取得者予定者ごとに記載 

Ａ  日間 

Ｂ  日間 

 

⑷ 企業の魅力向上・発信【一般】用 

①事業の内容 

 

②事業実施によって見込まれる効果 

 

③実施期間 

   年  月  日～   年  月  日 

 

⑸ 企業の魅力向上・発信【人材】インターンシップの受入れ用 

①インターンシップの受入の内容 

 

②インターンシップの受入によって見込まれる効果 

 

③インターンシップの受入の予定 

受入予定人数   人 受入学校等名 

※受入予定者ごと

に記載 

Ａ 

Ｂ 

インターンシップ

実施予定業務等 

※受入予定者ごと

に具体的に記載 

Ａ 

Ｂ 

インターンシップ

実施期間等 

Ａ  日  １日当たり  時間 

Ｂ  日  １日当たり  時間 



※受入予定者ごと

に記載 

 

 

⑹ カーボンニュートラル【省エネ最適化診断】用 

⑺ カーボンニュートラル【脱炭素認定等取得】用 

①事業の内容 

 

②事業実施によって見込まれる効果 

 

③実施期間 

   年  月  日～   年  月  日 

 

８ 補助事業の予算 

（収入）                             （単位：円） 

項目 予算額 説明 

市補助金   

自己資金   

   

   

   

収入合計   

 

（支出）                             （単位：円） 

補助対象事業 項目 予算額 説明 

⑴ 労働環境整備事

業【一般】 

   

⑵ 労働環境整備事

業【多様性①】 

   

⑶ 労働環境整備事

業【多様性②】男

性の育児休業取得 

   

⑷  企業の魅力向

上・発信【一般】 

   

⑸  企業の魅力向

上・発信【人材】

インターンシップ

の受入れ 

   



⑹ カーボンニュー

トラル【省エネ最

適化診断】 

   

⑺ カーボンニュー

トラル【脱炭素認

定等取得】 

   

支出合計    

（「８ 補助事業の予算の記載要領」） 

１ 行が足りない場合は、適宜追加すること。 

２ ⑶及び⑸の事業の予算額欄については、実際に補助を受けようとする金額を記載

すること。 

 

（様式第４号の記載要領） 

１ 事業を中止する場合は、４から８までの項目は記載不要。 

２ 事業を変更する場合は、変更しようとする箇所に下線を付すこと。 

３ 変更に係る事業については、必ず変更承認後に着手すること。 



様式第５号（第11条関係） 

  年    月    日 

 

門真市長（氏    名）様 

 

住   所 〒 

名   称           

（個人事業主の場合は屋号を記載） 

代表者役職           

                  代表者氏名             

                  法人番号 

                  （法人の場合のみ） 

 

門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業実績報告書 

 

年  月  日付け 第  号により交付決定を受けた門真市「職住近接のま

ち」実現のための企業魅力アップ事業補助金について、補助事業が完了しましたので、

門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金交付要綱第11条の

規定により、以下のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

１ 補助金交付決定額 金        円 

 

２ 事業実施期間    年  月  日～   年  月  日 

 

３ 実施した補助対象事業（該当するものに☑） 

□ ⑴ 労働環境整備事業【一般】 

□ ⑵ 労働環境整備事業【多様性①】 

□ ⑶ 労働環境整備事業【多様性②】男性の育児休業取得 

□ ⑷ 企業の魅力向上・発信【一般】 

□ ⑸ 企業の魅力向上・発信【人材】インターンシップの受入 



□ ⑹ カーボンニュートラル【省エネ最適化診断】 

□ ⑺ カーボンニュートラル【脱炭素認定等取得】 

 

４ 報告の概要 

名称  

本社所在地  

営む製造業の業種 

（中分類で記載） 

 

従業員数   人 

補助事業を実施し

た事業所の所在地

及び名称 

（所在地）門真市 

 

（名称） 

設立年月（個人の

場合は創業年月） 

  年 月 市内での事業

開始年月 

  年 月 

カドマイスター企

業認定の有無（い

ずれかに〇） 

有 ・ 無 

事業担当者 部署名  

職名  

氏名  

連絡先 （電話） 

（電子メールアドレス） 

 

５ 事業実績 

⑴ 労働環境整備事業【一般】用 

⑵ 労働環境整備事業【多様性①】用 

①事業の内容 

 

②事業の成果 

 

③実施期間 

   年 月 日～   年 月 日 

 

⑶ 労働環境整備事業【多様性②】男性の育児休業取得用 

①男性の育児休業取得の成果 

 



②男性の育児休業取得の実績 

育児休

業取得

人数 

 名 

育児休業取得期間 

※取得者ごとに記載 

Ａ  日間 

Ｂ  日間 

 

⑷ 企業の魅力向上・発信【一般】用 

①事業の内容 

 

②事業の成果 

 

③実施期間 

   年 月 日～   年 月 日 

 

⑸ 企業の魅力向上・発信【人材】インターンシップの受入用 

①インターンシップの受入の成果 

 

②インターンシップの受入の実績 

受入人数   人 受入学校等名 

※受入者ごと

に記載 

Ａ 

Ｂ 

インターンシッ

プ実施業務等 

※受入者ごとに

具体的に記載 

Ａ 

 

Ｂ 

インターンシッ

プ実施期間等 

※受入者ごとに

記載 

Ａ  日   １日当たり  時間 

 

Ｂ  日   １日当たり  時間 

 

 

⑹ カーボンニュートラル【省エネ最適化診断】用 

⑺ カーボンニュートラル【脱炭素認定等取得】用 

①事業の内容 

 

②事業の成果 

 

③実施期間 

   年  月  日～   年  月  日 



 

６ 補助事業の決算 

（収入）                             （単位：円） 

項目 決算額 説明 

市補助金   

自己資金   

   

   

   

収入合計   

 

（支出）                             （単位：円） 

項目 項目 決算額 説明 

⑴ 労働環境整備事業【一

般】 

   

⑵ 労働環境整備事業【多

様性①】 

   

⑶ 労働環境整備事業【多

様性②】男性の育児休業

取得 

   

⑷ 企業の魅力向上・発信

【一般】 

   

⑸ 企業の魅力向上・発信

【人材】インターンシッ

プの受入 

   

⑹ カーボンニュートラル

【省エネ最適化診断】 

   

⑺ カーボンニュートラル

【脱炭素認定等取得】 

   

支出合計    

（６ 補助事業の決算の記載要領） 

１ 行が足りない場合は適宜追加すること。 

２ ⑶及び⑸の事業の決算額欄については実際に補助を受けようとする金額を記載す

ること。 

 

７ 補助金の振込先 



金融機関名  金融機関コード（４桁）  

支店名  支店コード（３桁）  

口座種別（いずれかに〇） 普通・当座 

口座番号  

口座名義  

口座名義（カナ）  

 



様式第６号（第12条関係） 

門真市（  ）指令第  号 

 

 

 様 

 

 

門真市「職住近接のまち」実現のための企業魅力アップ事業補助金交付

指令書 

 

   年  月  日付け 第 号により交付決定した門真市「職住近接のまち」実

現のための企業魅力アップ事業補助金について、門真市「職住近接のまち」実現のた

めの企業魅力アップ事業補助金交付要綱第12条の規定により、次のとおり決定し、交

付する。 

 

 

    年  月  日 

 

門真市長（氏    名）印   

 

補助金交付決定額  金     円 

 


